
議案第４号 

   職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則及び職員の給与の支給

に関する規則の一部改正について 

 

  令和５年12月21日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、新型インフルエンザ

等緊急事態派遣手当の名称について所要の改正をしようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の名称を特定新型インフルエンザ

等対策派遣手当に改めること。 

  

第３ 施行期日（附則関係） 

   公布の日から施行すること。 
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 職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 （職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の給与簿及び給与の支払監理に関する規則（昭和38年岩手県人事委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第７条 勤務実績報告書には、給与支給権者が各職員につきそ

の勤務を管理するため作成する記録（以下「出勤簿等」とい

う。）及び勤務記録簿に基づいて次に掲げる事項を記入する

ものとする。 

第７条 勤務実績報告書には、給与支給権者が各職員につきそ

の勤務を管理するため作成する記録（以下「出勤簿等」とい

う。）及び勤務記録簿に基づいて次に掲げる事項を記入する

ものとする。 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

 (７) 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の計算上必要

な事項 

(７) 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の計算上必要

な事項 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （職員の給与の支給に関する規則の一部改正） 

第２条 職員の給与の支給に関する規則（昭和38年岩手県人事委員会規則第20号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章・第２章 ［略］ 第１章・第２章 ［略］ 

 第３章 給料以外の給与  第３章 給料以外の給与 

  第１節～第10節の２ ［略］   第１節～第10節の２ ［略］ 

  第11節 定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普

及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣

手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当

（第28条） 

  第11節 定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普

及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣

手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当

（第28条） 

  第12節 ［略］   第12節 ［略］ 

 第４章～第６章 ［略］  第４章～第６章 ［略］ 

 附則  附則 

    第11節 定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁

業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災

害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急

事態派遣手当 

    第11節 定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁

業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災

害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等

対策派遣手当 

 （定時制通信教育手当等の支給）  （定時制通信教育手当等の支給） 

第28条 定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指

導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型イ

ンフルエンザ等緊急事態派遣手当は、給料の支給方法に準じ

て支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間

第28条 定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指

導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新

型インフルエンザ等対策派遣手当は、給料の支給方法に準じ

て支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間
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の給料の支給日に支給する。 の給料の支給日に支給する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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